
議 案 第 ７ 号

亀 山 市 社 会 教 育 委 員 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

亀 山 市 社 会 教 育 委 員 条 例 の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ７ 日 提 出

亀 山 市 長   櫻 井 義 之

別  紙  

亀 山 市 社 会 教 育 委 員 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

提 案 理 由

 条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  



亀 山 市 条 例 第    号  

 

   亀 山 市 社 会 教 育 委 員 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

  亀 山 市 社 会 教 育 委 員 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ６ ６ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２条の見出しを「（定数等）」に改め、同条に次の１項を加える。 

２  委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 亀 山 市 教 育 委 員 会 が 委 嘱 す る 。  

（ １ ） 学 校 教 育 の 関 係 者  

（ ２ ） 社 会 教 育 の 関 係 者  

（ ３ ） 家 庭 教 育 の 向 上 に 資 す る 活 動 を 行 う 者  

（ ４ ） 学 識 経 験 の あ る 者  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 の 前 日 に お い て 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の

亀 山 市 社 会 教 育 委 員 条 例 の 規 定 に よ る 委 員 で あ っ た 者 は 、 こ の 条

例による改正後の亀山市社会教育委員条例（以下「改正後の条例」

と い う 。 ） の 規 定 に よ り 委 嘱 し た 委 員 と み な す 。 こ の 場 合 に お い

て 、 当 該 委 員 の 任 期 は 、 改 正 後 の 条 例 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  
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